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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
多数の貫通孔が壁部を隔てて長手方向に並設された角柱形状の多孔質セラミック部材がシ
ール材層を介して複数個結束されて構成された柱状体からなり、前記多孔質セラミック部
材の一方の端部では、前記貫通孔のうち、所定の貫通孔が充填材により充填され、一方、
前記多孔質セラミック部材の他方の端部で、前記一方の端部で前記充填材により充填され
ていない貫通孔が充填材により充填され、前記壁部の一部又は全部が粒子捕集用フィルタ
として機能するように構成された排気ガス浄化用ハニカムフィルタであって、
前記柱状体の気孔率は、２０～８０％であり、前記充填材の気孔率は、９０％以下であり
、かつ、前記柱状体の気孔率の０．１５～４．０倍であることを特徴とする排気ガス浄化
用ハニカムフィルタ。
【請求項２】
充填材の気孔率は、柱状体の気孔率の０．２５～１．５倍である請求の範囲第１項記載の
排気ガス浄化用ハニカムフィルタ。
【請求項３】
触媒が付与されている請求の範囲第１又は２項に記載の排気ガス浄化用ハニカムフィルタ
。
【請求項４】
表面に触媒担持膜を有する請求の範囲第１～３項のいずれかに記載の排気ガス浄化用ハニ
カムフィルタ。
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【請求項５】
前記多孔質セラミック部材は、炭化珪素を含んでなる請求の範囲第１～４項のいずれかに
記載の排気ガス浄化用ハニカムフィルタ。
【請求項６】
排気ガスを加熱して、捕集して堆積した微粒子を除去する方法が用いられる請求の範囲第
１～５項のいずれかに記載の排気ガス浄化用ハニカムフィルタ。
【発明の詳細な説明】
関連出願の記載
本出願は、２００２年４月１１日に出願された日本国特許出願２００２－１０９７１７号
を基礎出願として優先権主張する出願である。
技術分野
本発明は、ディーゼルエンジン等の内燃機関から排出される排気ガス中のパティキュレー
ト等を除去するフィルタとして用いられる排気ガス浄化用ハニカムフィルタに関する。
背景技術
バス、トラック等の車両や建設機械等の内燃機関から排出される排気ガス中に含有される
パティキュレート（微粒子）が環境や人体に害を及ぼすことが最近問題となっている。
この排気ガスを多孔質セラミックに通過させ、排気ガス中のパティキュレートを捕集して
、排気ガスを浄化することができるセラミックフィルタが種々提案されている。
このようなセラミックフィルタは、通常、一方向に多数の貫通孔が並設された柱状体の貫
通孔同士を隔てる隔壁がフィルタとして機能するようになっている。
即ち、上記ハニカムフィルタにおいて、上記柱状体に形成された貫通孔は、排気ガスの入
り口側又は出口側の端部のいずれかが充填材により、所謂、市松模様となるように目封じ
され、一の貫通孔に流入した排気ガスは、必ず貫通孔を隔てる隔壁を通過した後、他の貫
通孔から流出するようになっており、排気ガスがこの隔壁を通過する際、パティキュレー
トが隔壁部分で捕捉され、排気ガスが浄化される。
このような排気ガスの浄化作用に伴い、ハニカムフィルタの貫通孔を隔てる隔壁部分には
、次第にパティキュレートが堆積し、目詰まりを起こして通気を妨げるようになる。この
ため、上記ハニカムフィルタでは、定期的にヒータ等の加熱手段を用いて目詰まりの原因
となっているパティキュレートを燃焼除去して再生する再生処理を行う必要がある。
従来、このようなハニカムフィルタにおいて、貫通孔の端部に充填された充填材は、貫通
孔に流入した排気ガスがハニカムフィルタを素通りしてしまうことを防止し、確実に上記
排気ガスが隔壁を通過するようにするために、緻密化されていることが望ましいと考えら
れていた（例えば、特開昭５９－２２５７１８号公報参照）。
しかしながら、このような従来のハニカムフィルタにおいて、上記柱状体は多孔質セラミ
ックからなるものであり、この柱状体の熱膨張率と、緻密化された充填材の熱膨張率とが
異なるものであった。
そのため、このようなハニカムフィルタは、例えば、製造時の焼成工程で、上記柱状体の
熱膨張率と充填材の熱膨張率との相違に起因して、充填材と該充填材に接触する部分の隔
壁との間に大きな熱応力が作用し、上記充填材と隔壁との間に隙間が形成されたり、上記
充填材や該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生したりすることがあった。
このような問題を解決するために、ハニカムフィルタと充填材との間の熱膨張係数を調整
することによって、製造過程で、クラックが起こらないようにしたフィルタが開示されて
いる（特開昭５７－４２３１６号公報参照）。
しかしながら、ハニカムフィルタの製造時に、充填材と隔壁との間に隙間が形成されてお
らず、充填材や該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生していない場合であって
も、このようなハニカムフィルタを用いて実際に排気ガスの浄化を行うと、高温の排気ガ
スや、ハニカムフィルタの再生処理時等の加熱によって繰り返し印加される冷熱サイクル
によって、ハニカムフィルタの充填材と、該充填材に接触する部分の隔壁との間に、柱状
体の熱膨張率と隔壁の熱膨張率との相違に起因した熱応力が蓄積され、上記充填材と隔壁
との間に隙間が形成されたり、上記充填材や該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが



(3) JP 4386830 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

発生したりすることがあった。
さらに、昨今、上記ハニカムフィルタの再生処理を、上述したようなヒータ等の加熱手段
を用いる方法に代えて、ハニカムフィルタの気孔中に酸化触媒を担持させることで、上記
ハニカムフィルタに流入した排気ガスに含まれる炭化水素と、上記酸化触媒とを反応させ
、その際に発生する熱を利用したハニカムフィルタの再生処理を行う考え方がある。この
ようにして再生処理を行うハニカムフィルタでは、ハニカムフィルタの気孔中に酸化触媒
を担持させるため、パティキュレートによる気孔の目詰まりが発生しやすいこと、及び、
大量の熱を発生させるためには、できるだけ多くの酸化触媒を担持させる必要があること
等の理由から、その気孔率を高くする必要があった。
ところが、このような高気孔率のハニカムフィルタは、柱状体の熱膨張率と、緻密化され
た充填材の熱膨張率との差はより大きくなるため、上述したような、製造時の焼成工程や
、使用時の高温の排気ガス等に起因して充填材と隔壁との間に生じる熱応力により、充填
材と隔壁との間に隙間が形成されたり、充填材や該充填材に接触する部分の隔壁にクラッ
クが発生したりする問題が生じやすいものであった。
加えて、このような高い気孔率のハニカムフィルタに、触媒を担持させるためには、通常
、高比表面積を有するγ－アルミナ等をハニカムフィルタにコーティングして、触媒担持
膜を形成し、その触媒担持膜上に触媒となる貴金属を分散担持させる方法が用いられるが
、充填材と該充填材に接触する部分の隔壁との間に侵入して触媒担持膜が形成されてしま
うことがあり、これらの材料の熱膨張率の差に起因した熱応力により、クラック等が発生
する問題が生じることもあった。
なお、従来、排気ガス中から捕集したパティキュレートを逆洗浄の際に剥離させ易くする
ために充填材を通気性にしたハニカムフィルタ（特開平７－３３２０６４号公報参照）、
浄化性能を向上させるために充填材の気孔率を限定したハニカムフィルタ（特開２００３
－３８２３号公報参照）が開示されている。しかしながら、これらのハニカムフィルタは
、上述の問題を認識したものではなく、その目的が全く異なっているため、技術的な前提
が全く異なるものである。
発明の要約
本発明は、これらの問題を解決するためになされたもので、充填材と隔壁との間に隙間が
形成されたり、上記充填材や該充填材に接触する部分の壁部にクラックが発生したりする
ことがなく、耐久性に優れる排気ガス浄化用ハニカムフィルタを提供することを目的とす
るものである。
本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタは、多数の貫通孔が壁部を隔てて長手方向に並
設された、多孔質セラミックからなる柱状体の一方の端部では、上記貫通孔のうち、所定
の貫通孔が充填材により充填され、一方、上記柱状体の他方の端部で、上記一方の端部で
前記充填材により充填されていない貫通孔が充填材により充填され、上記壁部の一部又は
全部が粒子捕集用フィルタとして機能するように構成された排気ガス浄化用ハニカムフィ
ルタであって、
上記柱状体の気孔率は、２０～８０％であり、上記充填材の気孔率は、９０％以下であり
、かつ、上記柱状体の気孔率の０．１５～４．０倍であることを特徴とするものである。
また、本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタに触媒が担持される場合には、上記柱状
体及び充填材の気孔率は、本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタに触媒担持膜が付与
された後に測定されることが望ましい。
発明の詳細な開示
本発明は、多数の貫通孔が壁部を隔てて長手方向に並設された、多孔質セラミックからな
る柱状体の一方の端部では、上記貫通孔のうち、所定の貫通孔が充填材により充填され、
一方、上記柱状体の他方の端部で、上記一方の端部で前記充填材により充填されていない
貫通孔が充填材により充填され、上記壁部の一部又は全部が粒子捕集用フィルタとして機
能するように構成された排気ガス浄化用ハニカムフィルタであって、
上記柱状体の気孔率は、２０～８０％であり、上記充填材の気孔率は、９０％以下であり
、かつ、上記柱状体の気孔率の０．１５～４．０倍であることを特徴とする排気ガス浄化
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用ハニカムフィルタである。
また、本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタに触媒が担持される場合には、上記柱状
体及び充填材の気孔率は、本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタに触媒担持膜が付与
された後に測定されることが望ましい。
図１（ａ）は、本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタ（以下、単に本発明のハニカム
フィルタともいう）の一例を模式的に示した斜視図であり、（ｂ）は、そのＡ－Ａ線断面
図である。
図１（ａ）に示したように、本発明のハニカムフィルタ１０は、多数の貫通孔１１が壁部
１３を隔てて長手方向に並設された一の多孔質セラミック焼結体からなる柱状体の一方の
端部、又は、他方の端部における貫通孔１１に充填材１２が充填されており、壁部１３の
全部が粒子捕集用フィルタとして機能するように構成されている。
即ち、ハニカムフィルタ１０に形成された貫通孔１１は、図１（ｂ）に示したように、排
気ガスの入り口側又は出口側のいずれかが充填材１２により目封じされ、一の貫通孔１１
に流入した排気ガスは、必ず貫通孔１１を隔てる壁部１３を通過した後、他の貫通孔１１
から流出されるようになっている。
そして、本発明のハニカムフィルタ１０に流入した排気ガス中に含まれるパティキュレー
トは、壁部１３を通過する際、壁部１３で捕捉され、排気ガスが浄化されるようになって
いる。
このような構成のハニカムフィルタ１０が内燃機関の排気通路に配設される排気ガス浄化
装置に設置されて使用される。
なお、上記排気ガス浄化装置については後述する。
本発明のハニカムフィルタ１０において、上記柱状体は、多数の貫通孔１１が壁部１３を
隔てて長手方向に並設された多孔質セラミックからなる柱状の部材であり、上記柱状体の
気孔率は２０～８０％である。上記柱状体の気孔率が２０％未満であると、ハニカムフィ
ルタ１０がすぐに目詰まりを起こすことがあり、一方、上記柱状体の気孔率が８０％を超
えると、ハニカムフィルタ１０の強度が低下して容易に破壊されることがある。
なお、上記気孔率は、例えば、水銀圧入法、アルキメデス法及び走査型電子顕微鏡（ＳＥ
Ｍ）による観測等、従来公知の方法により測定することができる。
上記柱状体の大きさとしては特に限定されず、使用する内燃機関の排気通路の大きさ等を
考慮して適宜決定される。また、その形状としては、柱状であれば特に限定されず、例え
ば、円柱状、楕円柱状、角柱状等任意の形状を挙げることができるが、通常、図１に示し
たように、円柱状のものがよく用いられる。
上記柱状体を構成する多孔質セラミックとしては特に限定されず、例えば、コージェライ
ト、アルミナ、シリカ、ムライト等の酸化物セラミック、炭化ケイ素、炭化ジルコニウム
、炭化チタン、炭化タンタル、炭化タングステン等の炭化物セラミック、及び、窒化アル
ミニウム、窒化ケイ素、窒化ホウ素、窒化チタン等の窒化物セラミックを挙げることがで
きるが、通常、コージェライト等の酸化物セラミックが使用される。安価に製造すること
ができるとともに、比較的熱膨張係数が小さく、使用中に酸化されることがないからであ
る。なお、上述したセラミックに金属珪素を配合した珪素含有セラミック、珪素や珪酸塩
化合物で結合されたセラミックも用いることができる。
上記柱状体の平均気孔径は５～１００μｍ程度であることが望ましい。平均気孔径が５μ
ｍ未満であると、パティキュレートが容易に目詰まりを起こすことがある。一方、平均気
孔径が１００μｍを超えると、パティキュレートが気孔を通り抜けてしまい、該パティキ
ュレートを捕集することができず、フィルタとして機能することができないことがある。
また、本発明のハニカムフィルタ１０は、上記柱状体の一方の端部、又は、他方の端部に
おける貫通孔１１に充填材１２が充填されたものであり、この充填材１２の気孔率は９０
％以下である。充填材１２の気孔率が９０％を超えると、充填材１２の強度が低下してし
まい、ハニカムフィルタ１０に流入される高温の排気ガスや、再生時の冷熱サイクル等に
起因する熱衝撃等により充填材１２が容易に破壊されてしまう。また、充填材１２が破壊
されない場合であっても、パティキュレートが充填材１２の内部を通過してしまい、排気
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ガス浄化用のフィルタとして充分に機能することができなくなる。
また、上記柱状体の気孔率に対する充填材１２の気孔率の倍率は、その下限が０．１５倍
であり、その上限が４．０倍である。
上記柱状体の気孔率に対する充填材１２の気孔率の倍率の下限が０．１５倍未満であると
、柱状体の熱膨張率と、充填材１２の熱膨張率との差が大きくなりすぎ、製造時の焼成工
程において、上記熱膨張率の相違に起因して充填材１２と壁部１３との間に隙間や、充填
材１２や充填材１２に接触する部分の壁部１３にクラックが発生する。一方、上記柱状体
の気孔率に対する充填材１２の気孔率の倍率の上限が４．０倍を超えると、やはり上記柱
状体の熱膨張率と、充填材１２の熱膨張率との差が大きくなりすぎ、製造時の焼成工程に
おいて、熱膨張率の相違に起因して充填材１２と壁部１３との間に隙間や、充填材１２や
充填材１２に接触する部分の壁部１３にクラックが発生し、強度が低下すると推定される
。
また、上記柱状体の気孔率に対する充填材１２の気孔率の倍率の下限は、０．２５倍であ
ることが望ましく、その上限は１．５倍であることが望ましい。
上記柱状体の気孔率に対する充填材１２の気孔率の倍率の下限が０．２５倍未満であると
、柱状体の熱膨張率と、充填材１２の熱膨張率との差が比較的大きく、製造時の焼成工程
において、上述した隙間やクラックが発生していない場合であっても、使用時の高温の排
気ガスや再生処理時の加熱等により繰り返し印加される冷熱サイクルにより、充填材１２
と壁部１３との間に隙間が生じたり、充填材１２や充填材１２に接触する部分の壁部１３
にクラックが発生し、強度が低下することがある。また、本発明のハニカムフィルタに触
媒担持膜が形成されている場合には、触媒担持膜が充填材１２と充填材１２に接触する部
分の壁部１３との間に侵入して形成されていることがあり、この場合には、触媒担持膜と
充填材１２、充填材１２に接触する部分の壁部１３との熱膨張率の差に起因した熱応力に
よっても、同様にクラックが発生し、強度が低下することがある。
一方、上記柱状体の気孔率に対する充填材１２の気孔率の倍率の上限が１．５倍を超える
と、やはり柱状体の熱膨張率と、充填材１２の熱膨張率との差が比較的大きく、製造時の
焼成工程において、上述したような隙間やクラックが発生していない場合であっても、高
温の排気ガスや再生処理時の加熱等により繰り返し印加される冷熱サイクルに起因した熱
応力が充填材１２や充填材１２に接触する部分の壁部１３に蓄積され、充填材１２と壁部
１３との間に隙間が生じたり、充填材１２や充填材１２に接触する部分の壁部１３にクラ
ックが発生し、強度が低下すると推定される。さらに、繰り返し長期間使用すると、高温
の排気ガスが気孔率の高い充填材１２部分に集中するため熱衝撃を受けやすく、充填材１
２が破壊されてしまうことがある。また、本発明のハニカムフィルタに触媒担持膜が形成
されている場合には、触媒担持膜が充填材１２と充填材１２に接触する部分の壁部１３と
の間に侵入して形成されていることがあり、この場合には、触媒担持膜と充填材１２、充
填材１２に接触する部分の壁部１３との熱膨張率の差に起因した熱応力によっても、同様
にクラックが発生することがある。
本発明のハニカムフィルタに触媒担持膜が１ｇ／Ｌ以上形成されている場合には、上記柱
状体の気孔率に対する充填材１２の気孔率の倍率は、０．３～１．２倍であることがより
好ましい。
また、上述したように、充填材１２の気孔率の上限は９０％であるが、本発明のハニカム
フィルタ１０において、柱状体の気孔率の下限が２０％であり、上記柱状体の気孔率に対
する充填材１２の気孔率の倍率の下限が０．１５倍であることから、充填材１２の気孔率
の下限は３％となる。
充填材１２の気孔率が３％未満であると、充填材１２と壁部１３との接着強度が低くなる
ため、このようなハニカムフィルタを用いて排気ガスの浄化を行うと、高温の排気ガスや
、再生処理時の加熱等に起因する熱衝撃によって、充填材と壁部との間に隙間やクラック
が形成され、また、充填材１２が抜け落ちてしまうことがある。これは、ハニカムフィル
タの充填材の気孔率を３％未満と低くしようとすると、充填材の層を形成する際に使用す
る充填材ペーストの粘度が高くなり非常に流動しにくくなる。このような高粘度の充填材
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ペーストは、柱状体となるセラミック成形体の所定の貫通孔の端部に隙間なく、かつ、セ
ラミック成形体の端面から充分な幅で充填させることが非常に困難となる。従って、製造
するハニカムフィルタの充填材と、壁部との接触面積が小さくなり、充填材と壁部との接
着強度が低くなるものと考えられる。
なお、上記ハニカムフィルタの製造方法については、後で詳述する。
このような充填材１２は多孔質セラミックからなるものであることが望ましい。
本発明のハニカムフィルタ１０において、充填材１２が充填された柱状体は多孔質セラミ
ックからなるものであるため、充填材１２を上記柱状体と同じ多孔質セラミックとするこ
とで、両者の接着強度を高くすることができるとともに、充填材１２の気孔率が上述した
条件を満たすように調整することで、上記柱状体の熱膨張率と充填材１２の熱膨張率との
整合を図ることができ、製造時や使用時の熱応力によって充填材１２と壁部１３との間に
隙間が生じたり、充填材１２や充填材１２に接触する部分の壁部１３にクラックが発生し
たりすることを防止することができる。
充填材１２が多孔質セラミックからなる場合、その材料としては特に限定されず、例えば
、上述した柱状体を構成するセラミック材料と同様の材料を挙げることができる。
また、本発明のハニカムフィルタにおいて、柱状体は、複数の貫通孔が隔壁を隔てて長手
方向に並設された角柱形状の多孔質セラミック部材がシール材層を介して複数個結束され
て構成されていることが望ましい。上記柱状体が複数の多孔質セラミック部材に分割され
ているため、使用中に多孔質セラミック部材に作用する熱応力を低減させることができ、
本発明のハニカムフィルタを非常に耐熱性に優れたものとすることができる。また、多孔
質セラミック部材の個数を増減させることで自由にその大きさを調整することができる。
図２は、本発明のハニカムフィルタの別の一例を模式的に示した斜視図であり、図３（ａ
）は、図２に示したハニカムフィルタを構成する多孔質セラミック部材の一例を模式的に
示した斜視図であり、（ｂ）は、そのＢ－Ｂ線断面図である。
図２に示したように、本発明のハニカムフィルタ２０は、多孔質セラミック部材３０がシ
ール材層２４を介して複数個結束されてセラミックブロック２５を構成し、このセラミッ
クブロック２５の周囲にもシール材層２６が形成されている。また、この多孔質セラミッ
ク部材３０は、図３に示したように、長手方向に多数の貫通孔３１が並設され、貫通孔３
１同士を隔てる隔壁３３がフィルタとして機能するようになっている。
即ち、多孔質セラミック部材３０に形成された貫通孔３１は、図３（ｂ）に示したように
、排気ガスの入り口側又は出口側の端部のいずれかが充填材３２により目封じされ、一の
貫通孔３１に流入した排気ガスは、必ず貫通孔３１を隔てる隔壁３３を通過した後、他の
貫通孔３１から流出されるようになっている。
また、セラミックブロック２５の周囲に形成されたシール材層２６は、ハニカムフィルタ
２０を内燃機関の排気通路に設置した際、セラミックブロック２５の外周部から排気ガス
が漏れ出すことを防止する目的で設けられているものである。
なお、図３（ｂ）中、矢印は排気ガスの流れを示している。
このような構成のハニカムフィルタ２０が内燃機関の排気通路に配設された排気ガス浄化
装置に設置され、内燃機関より排出された排気ガス中のパティキュレートは、このハニカ
ムフィルタ２０を通過する際に隔壁３３により捕捉され、排気ガスが浄化される。
このようなハニカムフィルタ２０は、極めて耐熱性に優れ、再生処理等も容易であるため
、種々の大型車両やディーゼルエンジン搭載車両等に使用されている。
このような構造の本発明のハニカムフィルタ２０において、柱状体（セラミックブロック
２５から充填材３２を除いた部材）の気孔率は、２０～８０％であり、充填材３２の気孔
率は、９０％以下であり、かつ、上記柱状体の気孔率に対する充填材３２の気孔率の倍率
は、その下限が０．１５倍であり、上限は４．０倍である。上記図１を用いたハニカムフ
ィルタ１０で説明した通りである。
また、本発明のハニカムフィルタ１０において説明した充填材１２と同様に、上記柱状体
の気孔率に対する充填材３２の気孔率の倍率は、その下限は０．２５倍であり、上限は１
．５倍であることが望ましく、充填材３２の気孔率の下限は３％となり、さらに、充填材
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３２は多孔質セラミックからなるものであることが望ましい。
多孔質セラミック部材３０の材料としては特に限定されず、上述した本発明のハニカムフ
ィルタ１０の柱状体を構成するセラミック材料と同様の材料を挙げることができるが、こ
れらのなかでは、耐熱性が大きく、機械的特性に優れ、かつ、熱伝導率も大きい炭化ケイ
素が望ましい。
このような多孔質セラミック部材３０を製造する際に使用するセラミックの粒径としては
特に限定されないが、後の焼成工程で収縮が少ないものが望ましく、例えば、０．３～５
０μｍ程度の平均粒径を有する粉末１００重量部と、０．１～１．０μｍ程度の平均粒径
を有する粉末５～６５重量部とを組み合わせたものが望ましい。上記粒径のセラミック粉
末を上記配合で混合することで、多孔質セラミック部材３０を製造することができるから
である。
本発明のハニカムフィルタ２０では、このような多孔質セラミック部材３０がシール材層
２４を介して複数個結束されてセラミックブロック２５が構成されており、このセラミッ
クブロック２５の外周にもシール材層２６が形成されている。
即ち、本発明のハニカムフィルタ２０において、シール材層は、多孔質セラミック部材３
０間、及び、セラミックブロック２５の外周に形成されており、多孔質セラミック部材３
０間に形成されたシール材層（シール材層２４）は、複数の多孔質セラミック部材３０同
士を結束する接着剤層として機能し、一方、セラミックブロック２５の外周に形成された
シール材層（シール材層２６）は、本発明のハニカムフィルタ２０を内燃機関の排気通路
に設置した際、セラミックブロック２５の外周から排気ガスが漏れ出すことを防止するた
めの封止材として機能する。
上記シール材層（シール材層２４及びシール材層２６）を構成する材料としては特に限定
されず、例えば、無機バインダー、有機バインダー、無機繊維及び無機粒子からなるもの
等を挙げることができる。
なお、上述した通り、本発明のハニカムフィルタ２０において、シール材層は、多孔質セ
ラミック部材３０間、及び、セラミックブロック２５の外周に形成されているが、これら
のシール材層（シール材層２４及びシール材層２６）は、同じ材料からなるものであって
もよく、異なる材料からなるものであってもよい。さらに、上記シール材層が同じ材料か
らなるものである場合、その材料の配合比は同じものであってもよく、異なるものであっ
てもよい。
上記無機バインダーとしては、例えば、シリカゾル、アルミナゾル等を挙げることができ
る。これらは、単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。上記無機バインダーの
なかでは、シリカゾルが望ましい。
上記有機バインダーとしては、例えば、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、エチ
ルセルロース、カルボキシメチルセルロース等を挙げることができる。これらは、単独で
用いてもよく、２種以上を併用してもよい。上記有機バインダーのなかでは、カルボキシ
メチルセルロースが望ましい。
上記無機繊維としては、例えば、シリカ－アルミナ、ムライト、アルミナ、シリカ等のセ
ラミックファイバー等を挙げることができる。これらは、単独で用いてもよく、２種以上
を併用してもよい。上記無機繊維のなかでは、シリカ－アルミナファイバーが望ましい。
上記無機粒子としては、例えば、炭化物、窒化物等を挙げることができ、具体的には、炭
化珪素、窒化珪素、窒化硼素等からなる無機粉末又はウィスカー等を挙げることができる
。これらは、単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。上記無機粒子のなかでは
、熱伝導性に優れる炭化珪素が望ましい。
図２に示したハニカムフィルタ２０では、セラミックブロック２５の形状は円柱状である
が、本発明のハニカムフィルタにおいては、セラミックブロックの形状は円柱状に限定さ
れることはなく、例えば、楕円柱状や角柱状等任意の形状のものを挙げることができる。
セラミックブロック２５の外周に形成されたシール材層２６の厚さとしては特に限定され
ず、例えば、０．３～１．０ｍｍ程度であることが望ましい。０．３ｍｍ未満であると、
セラミックブロック２５の外周から排気ガスが漏れ出す場合があり、一方、１．０ｍｍを
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超えると、排気ガスの漏れ出しは充分に防止することができるものの、経済性に劣るもの
となる。
また、本発明のハニカムフィルタには、触媒が付与されていることが望ましい。本発明の
ハニカムフィルタは、このような触媒を担持することにより、排気ガス中のパティキュレ
ートを捕集するフィルタとして機能するとともに、排気ガスに含有される上記ＣＯ、ＨＣ
及びＮＯｘ等を浄化するための触媒担持体として機能することができる。
上記触媒としては、排気ガス中のＣＯ、ＨＣ及びＮＯｘ等を浄化することができる触媒で
あれば特に限定されず、例えば、白金、パラジウム、ロジウム等の貴金属等を挙げること
ができる。また、貴金属に加えて、アルカリ金属（元素周期表１族）、アルカリ土類金属
（元素周期表２族）、希土類元素（元素周期表３族）、遷移金属元素が加わることもある
。
また、本発明のハニカムフィルタに上記触媒を付与する際には、予めその表面に触媒担持
膜を形成した後に、上記触媒を付与することが好ましい。これにより、比表面積を大きく
して、触媒の分散度を高め、触媒の反応部位を増やすことができる。また、触媒担持膜に
よって触媒金属のシンタリングを防止することができるので、触媒の耐熱性も向上する。
加えて、圧力損失を下げることを可能にする。なお、本発明のハニカムフィルタは、上記
柱状体の気孔率が２０～８０％であり、上記充填材の気孔率が９０％以下であり、かつ、
上記柱状体の気孔率の０．１５～４．０倍であるので、触媒担持膜が形成されていても、
触媒担持膜の熱膨張率に起因したクラック等の問題が発生することがない。
上記触媒担持膜としては、例えば、アルミナ、ジルコニア、チタニア、シリカ等から構成
される膜を挙げることができる。
上記触媒担持膜を形成する方法としては特に限定されないが、例えば、アルミナからなる
触媒担持膜を形成する場合には、γ－Ａｌ２Ｏ３粉末を溶媒に分散させたスラリー状溶液
に浸漬する方法、アルミナゾルの溶液を隔壁に付着させた後、ゲル化させてアルミナの膜
を形成するゾルゲル法等を挙げることができる。
また、触媒担持膜形成用の溶液を注入又はマスキング等の方法を用いて、充填材に選択的
に含浸させることにより、上記柱状体における触媒担持膜の形成量と上記充填材における
触媒担持膜の形成量とを異なるものとしてもよい。
上記触媒が担持された本発明のハニカムフィルタは、従来公知の触媒付ＤＰＦ（ディーゼ
ル・パティキュレート・フィルタ）と同様のガス浄化装置として機能するものである。従
って、ここでは、本発明のハニカムフィルタが触媒担持体としても機能する場合の詳しい
説明を省略する。
上述した通り、本発明のハニカムフィルタは、該ハニカムフィルタを構成する柱状体の気
孔率が２０～８０％であり、充填材の気孔率が９０％以下であり、かつ、上記柱状体の気
孔率の０．１５～４．０倍である。即ち、本発明のハニカムフィルタを構成する柱状体の
気孔率と、充填材の気孔率とは、余り相違しないこととなる。その結果、上記柱状体の熱
膨張率と、上記充填材の熱膨張率との差を小さくすることができ、製造時の焼成工程にお
いて、熱膨張率の相違に起因して充填材と壁部との間に隙間が生じたり、充填材や該充填
材に接触する部分の壁部にクラックが発生したりすることがない。また、本発明のハニカ
ムフィルタを使用し、高温の排気ガスや再生処理時の加熱等により繰り返し冷熱サイクル
が印加された場合であっても、上記柱状体の熱膨張率と、上記充填材の熱膨張率との差が
余りないため、上記冷熱サイクルに起因する熱応力の蓄積等によって、上記充填材と壁部
との間に隙間が生じたり、上記充填材や該充填材に接触する部分の壁部にクラックが発生
したりすることがなく、本発明のハニカムフィルタは、耐久性に優れたものとなる。
次に、上述した本発明のハニカムフィルタの製造方法の一例について説明する。
本発明のハニカムフィルタの構造が図１に示したような、その全体が一の焼結体から構成
されたものである場合、まず、上述したようなセラミックを主成分とする原料ペーストを
用いて押出成形を行い、図１に示したハニカムフィルタ１０と略同形状のセラミック成形
体を作製する。
上記原料ペーストは、製造後の柱状体の気孔率が２０～８０％となるものであれば特に限
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定されず、例えば、上述したようなセラミックからなる粉末にバインダー及び分散媒液を
加えたものを挙げることができる。
上記バインダーとしては特に限定されず、例えば、メチルセルロース、カルボキシメチル
セルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリエチレングリコール、フェノール樹脂、
エポキシ樹脂等を挙げることができる。
上記バインダーの配合量は、通常、セラミック粉末１００重量部に対して、１～１０重量
部程度が望ましい。
上記分散媒液としては特に限定されず、例えば、ベンゼン等の有機溶媒；メタノール等の
アルコール、水等を挙げることができる。
上記分散媒液は、原料ペーストの粘度が一定範囲内となるように、適量配合される。
これらセラミック粉末、バインダー及び分散媒液は、アトライター等で混合し、ニーダー
等で充分に混練した後、押出成形して上記セラミック成形体を作製する。
また、上記原料ペーストには、必要に応じて成形助剤を添加してもよい。
上記成形助剤としては特に限定されず、例えば、エチレングリコール、デキストリン、脂
肪酸石鹸、ポリアルコール等を挙げることができる。
さらに、上記原料ペーストには、必要に応じて酸化物系セラミックを成分とする微小中空
球体であるバルーンや、球状アクリル粒子、グラファイト等の造孔剤を添加してもよい。
上記バルーンとしては特に限定されず、例えば、アルミナバルーン、ガラスマイクロバル
ーン、シラスバルーン、フライアッシュバルーン（ＦＡバルーン）及びムライトバルーン
等を挙げることができる。これらのなかでは、フライアッシュバルーンが望ましい。
そして、上記セラミック成形体を、マイクロ波乾燥機、熱風乾燥機、誘電乾燥機、減圧乾
燥機、真空乾燥機及び凍結乾燥機等を用いて乾燥させた後、所定の貫通孔に充填材となる
充填材ペーストを充填し、上記貫通孔に目封じする封口処理を施す。
図４（ａ）は、上記封口処理を行う際に使用する封口装置の一例を模式的に示した断面図
であり、（ｂ）は、その一部を示す部分拡大断面図である。
図４に示したように、上記封口処理で用いる封口装置１００は、所定のパターンに開口部
１１１ａが形成されたマスク１１１が側面に設置され、その内部が充填材ペースト１２０
で満たされた二組の密閉式の充填材吐出槽１１０が、マスク１１１が形成された側面同士
を向かい合うように配設されている。
このような封口装置１００を用いて上記セラミック乾燥体の封口処理を行うには、まず、
セラミック乾燥体４０の端面４０ａと、充填材吐出槽１１０の側面に形成されたマスク１
１１とが当接するようにセラミック乾燥体４０を充填材吐出槽１１０の間に固定する。
このとき、マスク１１１の開口部１１１ａとセラミック乾燥体４０の貫通孔４２とは、ち
ょうど対向する位置関係となっている。
続いて、充填材吐出槽１１０に、例えば、モノポンプ等のポンプを用いて一定の圧力を加
えて、充填材ペースト１２０をマスク１１１の開口部１１１ａより吐出させ、セラミック
乾燥体４０の貫通孔４２の端部に充填材ペースト１２０を侵入させることで、セラミック
乾燥体４０の所定の貫通孔４２に、充填材となる充填材ペースト１２０を充填することが
できる。
なお、上記封口処理で使用する封口装置は、上述したような封口装置１００に限定される
ことはなく、例えば、その内部に攪拌片が配設された開放式の充填材吐出槽を備え、上記
攪拌片を上下方向に移動させることにより、上記充填材吐出槽に満たされた充填材ペース
トを流動させ、該充填材ペーストの充填を行う方式であってもよい。
上記充填材ペーストとしては、後工程を経て製造される充填材の気孔率が９０％以下であ
り、かつ、セラミック乾燥体４０を焼成することで製造される柱状体の気孔率の０．１５
～４．０倍となるものであれば特に限定されず、例えば、上記原料ペーストと同様のもの
を用いることができるが、上記原料ペーストで用いたセラミック粉末に潤滑剤、溶剤、分
散剤及びバインダーを添加したものであることが望ましい。上記封口処理の途中で充填材
ペースト中のセラミック粒子が沈降することを防止することができるからである。なお、
上記充填材ペーストが、上述した条件を外れるようなものであると、本発明のハニカムフ
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ィルタにおいて説明したように、後工程を経て製造するハニカムフィルタに、充填材と壁
部との接着強度の低下、充填材の強度の低下、充填材と壁部との間に隙間やクラックの発
生、及び、充填材や該充填材に接触する部分の壁部にクラックが発生する等の不具合が生
じることとなる。
このような充填材ペーストにおいて、上記セラミック粉末は、その平均粒径が大きな粗粉
に、その平均粒径が小さな微粉が少量添加されたものであることが望ましい。上記微粉が
セラミック粒子同士を接着させるからである。また、上記粗粉の平均粒径の下限は５μｍ
であることが望ましく、１０μｍであることがより望ましい。また、上記粗粉の平均粒径
の上限は１００μｍであることが望ましく、５０μｍであることがより望ましい。一方、
上記微粉の平均粒径はサブミクロンであることが望ましい。
上記潤滑剤としては特に限定されず、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポ
リオキシプロピレンアルキルエーテル等からなるものを挙げることができる。
このような潤滑剤は、セラミック粉末１００重量部に対して０．５～８重量部添加される
ことが望ましい。０．５重量部未満であると、充填材ペースト中のセラミック粒子の沈降
速度が大きくなり、すぐに分離してしまうことがある。また、充填材ペーストの流路抵抗
が高くなるためセラミック乾燥体の貫通孔内に充分に充填材ペーストを進入させることが
困難となることがある。一方、８重量部を超えると、セラミック乾燥体を焼成する際の収
縮が大きくなりクラックが発生しやすくなる。
上記ポリオキシエチレンアルキルエーテル又はポリオキシプロピレンアルキルエーテルは
、アルコールに酸化エチレン又は酸化プロピレンを付加重合させて製造されるものであり
、ポリオキシエチレン（ポリオキシプロピレン）の一端の酸素にアルキル基が結合したも
のである。上記アルキル基としては特に限定されず、例えば、炭素数が３～２２のものを
挙げることができる。このアルキル基は、直鎖状のものでも、側鎖を有するものでもよい
。
また、上記ポリオキシエチレンアルキルエーテルと、ポリオキシプロピレンアルキルエー
テルとは、ポリオキシエチレンとポリオキシプロピレンとからなるブロックコポリマーに
アルキル基が結合したものであってもよい。
上記溶剤としては特に限定されず、例えば、ジエチレングリコールモノ－２－エチルヘキ
シルエーテル等を挙げることができる。
このような溶剤は、セラミック粉末１００重量部に対して５～２０重量部添加されること
が望ましい。この範囲を外れるとセラミック乾燥体の貫通孔に充填材ペーストを充填する
ことが困難となる。
上記分散剤としては特に限定されず、例えば、リン酸エステル塩からなる界面活性剤を挙
げることができる。上記リン酸エステル塩としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキ
ルエーテルリン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸塩、アルキル
リン酸塩等を挙げることができる。
このような分散剤は、セラミック粉末１００重量部に対して０．１～５重量部添加される
ことが望ましい。０．１重量部未満であると、セラミック粒子を充填材ペースト中に均一
に分散させることができないことがあり、一方、５重量部を超えると、充填材ペーストの
密度が低下するため、焼成時の収縮量が大きくなってクラック等が発生しやすくなる。
上記バインダーとしては特に限定されず、例えば、（メタ）アクリル酸ｎ－ブチル、（メ
タ）アクリル酸ｎ－ペンチル、（メタ）アクリル酸ｎ－ヘキシル等の（メタ）アクリル酸
エステル系化合物等を挙げることができる。
このようなバインダーは、セラミック粉末１００重量部に対して１～１０重量部添加され
ることが望ましい。１重量部未満であると、セラミック粒子と他の添加剤との結合力を充
分に確保することができないことがある。一方、１０重量部を超えると、バインダーの量
が多くなりすぎるため、焼成工程において収縮量が大きくなってクラック等が発生しやす
くなる。
そして、上記充填材ペーストが充填されたセラミック乾燥体に、所定の条件で脱脂、焼成
を行うことにより、多孔質セラミックからなり、その全体が一の焼結体から構成されたハ
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ニカムフィルタを製造する。
なお、上記セラミック乾燥体の脱脂及び焼成の条件等は、従来から多孔質セラミックから
なるハニカムフィルタを製造する際に用いられている条件を適用することができる。
また、本発明のハニカムフィルタの構造が、図２に示したような、多孔質セラミック部材
がシール材層を介して複数個結束されて構成されたものである場合、まず、上述したセラ
ミックを主成分とする原料ペーストを用いて押出成形を行い、図３に示した多孔質セラミ
ック部材３０のような形状の生成形体を作製する。
なお、上記原料ペーストは、上述した一の焼結体からなるハニカムフィルタにおいて説明
した原料ペーストと同様のものを挙げることができる。
次に、上記生成形体を、マイクロ波乾燥機等を用いて乾燥させて乾燥体とした後、該乾燥
体の所定の貫通孔に充填材となる充填材ペーストを充填し、上記貫通孔を目封じする封口
処理を施す。
なお、上記充填材ペーストは、上述した一の焼結体からなるハニカムフィルタにおいて説
明した充填材ペーストと同様のものを挙げることができ、上記封口処理は、充填材ペース
トを充填する対象が異なるほかは、上述したハニカムフィルタ１０の場合と同様の方法を
挙げることができる。
次に、上記封口処理を経た乾燥体に所定の条件で脱脂、焼成を行うことにより、複数の貫
通孔が隔壁を隔てて長手方向に並設された多孔質セラミック部材を製造する。
なお、上記生成形体の脱脂及び焼成の条件等は、従来から多孔質セラミック部材がシール
材層を介して複数個結束されて構成されたハニカムフィルタを製造する際に用いられてい
る条件等を適用することができる。
次に、図５に示したように、多孔質セラミック部材３０が斜めに傾斜した状態で積み上げ
ることができるように、断面Ｖ字形状に構成された台８０の上に、多孔質セラミック部材
３０を傾斜した状態で載置した後、上側を向いた２つの側面３０ａ、３０ｂに、シール材
層２４となるシール材ペーストを均一な厚さで塗布してシール材ペースト層８１を形成し
、このシール材ペースト層８１の上に、順次他の多孔質セラミック部材３０を積層する工
程を繰り返し、所定の大きさの角柱状の多孔質セラミック部材３０の積層体を作製する。
この際、積層体の４隅にあたる多孔質セラミック部材３０には、四角柱形状の多孔質セラ
ミック部材を２つに切断して作製した三角柱状の多孔質セラミック部材３０ｃと、三角柱
状の多孔質セラミック部材３０ｃと同じ形状の樹脂部材８２とを易剥離性の両面テープ等
で貼り合わせてなるものを使用し、多孔質セラミック部材３０の積層が完了した後に、積
層体の４隅を構成する樹脂部材８２を全て取り除くことによって、積層体を断面多角柱状
にしてもよい。これにより、積層体の外周部を切削加工してセラミックブロックを作製し
た後に廃棄されることとなる多孔質セラミック部材からなる廃棄物の量を減らすことがで
きる。
上記図５に示した方法以外であっても、断面多角柱状の積層体を作製する方法としては、
作製するハニカムフィルタの形状に合わせて、例えば、４隅の多孔質セラミック部材を省
略する方法、三角柱状の多孔質セラミック部材を組み合わせる方法等を用いることができ
る。また、もちろん四角柱状の積層体を作製してもよい。
なお、上記シール材ペーストを構成する材料としては、上述した本発明のハニカムフィル
タにおいて説明した通りであるのでここではその説明を省略する。
次に、この多孔質セラミック部材３０の積層体を加熱してシール材ペースト層８１を乾燥
、固化させてシール材層２４とし、その後、例えば、ダイヤモンドカッター等を用いて、
その外周部を図２に示したような形状に切削することで、セラミックブロック２５を作製
する。
そして、セラミックブロック２５の外周に上記シール材ペーストを用いてシール材層２６
を形成することで、多孔質セラミック部材がシール材層を介して複数個結束されて構成さ
れたハニカムフィルタを製造することができる。
このようにして製造したハニカムフィルタはいずれも柱状であり、その構造は、多数の貫
通孔が壁部を隔てて並設されている。



(12) JP 4386830 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

ただし、ハニカムフィルタが、図１に示したような、その全体が一の焼結体からなる構造
である場合、多数の貫通孔を隔てる壁部は、その全体が粒子捕集用フィルタとして機能す
るのに対し、ハニカムフィルタが、図２に示したような、多孔質セラミック部材がシール
材層を介して複数個結束された構造である場合、多数の貫通孔を隔てる壁部は、多孔質セ
ラミック部材を構成する隔壁と、当該多孔質セラミック部材を結束するシール材層とから
なるため、その一部、即ち、多孔質セラミック部材のシール材層と接していない隔壁部分
が粒子捕集用フィルタとして機能する。
本発明のハニカムフィルタは、エンジン等の内燃機関の排気通路に配設される排気ガス浄
化装置に設置されて使用される。なお、本発明のハニカムフィルタでは、捕集して堆積し
た微粒子を除去する再生処理の方法として、気流により逆洗浄を行う方法が用いられても
よく、それ以外の方法が用いられてもよい。それ以外の方法としては特に限定されるもの
ではないが、例えば、排気ガスを加熱することにより微粒子を燃焼させて除去する方法等
が挙げられる。
図６は、本発明のハニカムフィルタが設置された排気ガス浄化装置の一例を模式的に示し
た断面図である。なお、図６に示す本発明のハニカムフィルタでは、捕集して堆積した微
粒子を除去する再生処理の方法として、上述した加熱により微粒子を除去する方法が用い
られている。
図６に示したように、排気ガス浄化装置６００は、主に、本発明のハニカムフィルタ６０
、ハニカムフィルタ６０の外方を覆うケーシング６３０、ハニカムフィルタ６０とケーシ
ング６３０との間に配置された保持シール材６２０、及び、ハニカムフィルタ６０の排気
ガス流入側に設けられた加熱手段６１０から構成されており、ケーシング６３０の排気ガ
スが導入される側の端部には、エンジン等の内燃機関に連結された導入管６４０が接続さ
れており、ケーシング６３０の他端部には、外部に連結された排出管６５０が接続されて
いる。なお、図６中、矢印は排気ガスの流れを示している。
また、図６において、ハニカムフィルタ６０は、図１に示したハニカムフィルタ１０であ
ってもよく、図２に示したハニカムフィルタ２０であってもよい。
このような構成からなる排気ガス浄化装置６００では、エンジン等の内燃機関から排出さ
れた排気ガスは、導入管６４０を通ってケーシング６３０内に導入され、ハニカムフィル
タ６０の貫通孔から壁部（隔壁）を通過してこの壁部（隔壁）でパティキュレートが捕集
されて浄化された後、排出管６５０を通って外部へ排出されることとなる。
そして、ハニカムフィルタ６０の壁部（隔壁）に大量のパティキュレートが堆積し、圧損
が高くなると、ハニカムフィルタ６０の再生処理が行われる。
上記再生処理では、加熱手段６１０を用いて加熱されたガスをハニカムフィルタ６０の貫
通孔の内部へ流入させることで、ハニカムフィルタ６０を加熱し、壁部（隔壁）に堆積し
たパティキュレートを燃焼除去するのである。
保持シール材６２０を構成する材料としては特に限定されず、例えば、結晶質アルミナ繊
維、アルミナ－シリカ繊維、シリカ繊維等の無機繊維や、これらの無機繊維を一種以上含
む繊維等を挙げることができる。
また、保持シール材６２０には、アルミナ及び／又はシリカが含有されていることが望ま
しい。保持シール材６２０の耐熱性及び耐久性が優れたものとなるからである。特に、保
持シール材６２０は、５０重量％以上のアルミナが含有されていることが望ましい。９０
０～９５０℃程度の高温下であっても、弾性力が高くなり、ハニカムフィルタ６０を保持
する力が高まるからである。
また、保持シール材６２０には、ニードルパンチ処理が施されていることが望ましい。保
持シール材６２０を構成する繊維同士が絡み合い、弾性力が高くなり、ハニカムフィルタ
６０を保持する力が向上するからである。
保持シール材６２０の形状としては、ハニカムフィルタ６０の外周に被覆することができ
る形状であれば特に限定されず、任意の形状を挙げることができるが、矩形状の基材部の
一の辺に凸部が形成され、該一の辺に対向する辺に凹部が形成され、ハニカムフィルタ６
０の外周に被覆した際、上記凸部と凹部とがちょうど嵌合されるような形状であることが
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望ましい。ハニカムフィルタ６０の外周に被覆した保持シール材６２０にズレが発生しに
くくなるからである。
ケーシング６３０の材質としては特に限定されず、例えば、ステンレス等を挙げることが
できる。
また、その形状は特に限定されず、図７（ａ）に示したケーシング７１のような筒状であ
ってもよく、（ｂ）に示したケーシング７２のような筒をその軸方向に２分割した２分割
シェル状であってもよい。
また、ケーシング６３０の大きさは、ハニカムフィルタ６０を、保持シール材６２０を介
して内部に設置することができるように適宜調整される。そして、図６に示したように、
ケーシング６３０の一端面には、排気ガスを導入させる導入管６４０が接続され、他端面
には、排気ガスを排出させる排出管６５０が接続されるようになっている。
加熱手段６１０は、上述した通り、ハニカムフィルタ６０の再生処理において、ハニカム
フィルタ６０の壁部（隔壁）に堆積したパティキュレートを燃焼除去させるために、貫通
孔の内部に流入させるガスを加熱するために設けられており、このような加熱手段６１０
としては特に限定されず、例えば、電気ヒータやバーナー等を挙げることができる。
なお、上記貫通孔の内部に流入させるガスとしては、例えば、排気ガスや空気等を挙げる
ことができる。
また、このような排気ガス浄化装置では、図６に示したように、ハニカムフィルタ６０の
排気ガス流入側に設けた加熱手段６１０によりハニカムフィルタ６０を加熱するような方
式であってもよく、例えば、ハニカムフィルタに酸化触媒を担持させ、この酸化触媒を担
持させたハニカムフィルタに炭化水素を流入させることで、上記ハニカムフィルタを発熱
させる方式であってもよく、また、ハニカムフィルタの排気ガス流入側に酸化触媒を配置
し、該酸化触媒に炭化水素を供給することで発熱させ、上記ハニカムフィルタを加熱する
方式であってもよい。
酸化触媒と炭化水素との反応は、発熱反応であるので、この反応時に発生する多量の熱を
利用することにより、排気ガスの浄化と並行して、ハニカムフィルタの再生を行うことが
できる。
このような本発明のハニカムフィルタを設置した排気ガス浄化装置を製造するには、まず
、本発明のハニカムフィルタの外周に被覆する保持シール材を作製する。
上記保持シール材を作製するには、まず、結晶質アルミナ繊維、アルミナ－シリカ繊維、
シリカ繊維等の無機繊維や、これらの無機繊維を一種以上含む繊維等を用いて無機質マッ
ト状物（ウェッブ）を形成する。
また、上記無機質マット状物を形成する方法としては特に限定されず、例えば、上述した
繊維等を、接着剤を含んだ溶液中に分散させ、紙を作る抄紙機等を利用して無機質マット
状物を形成する方法等を挙げることができる。
また、上記無機質マット状物にニードルパンチ処理を施すことが望ましい。ニードルパン
チ処理を施すことにより、繊維同士を絡み合わせることができ、弾性力が高く、ハニカム
フィルタを保持する力に優れる保持シール材を作製することができるからである。
その後、上記無機質マット状物に切断加工を施して、例えば、上述したような矩形状の基
材部の一の辺に凸部が設けられ、該一の辺に対向する辺に凹部が設けられたような形状の
保持シール材を作製する。
次に、本発明のハニカムフィルタの外周に上記保持シール材を被覆し、該保持シール材を
固定する。
上記保持シール材を固定する手段としては特に限定されず、例えば、接着剤で貼着したり
、紐状体で縛る手段等を挙げることができる。また、特別な手段で固定をせず、ハニカム
フィルタに被覆しただけの状態で、次の工程に移行しても差し支えない。なお、上記紐状
体は、熱で分解する材料であってもよい。ケーシング内にハニカムフィルタを設置した後
であれば、紐状体が熱により分解してもハニカムフィルタはケーシング内に設置されてい
るので、保持シール材が剥がれてしまうことはないからである。
次に、上記工程を経たハニカムフィルタをケーシング内に設置する。
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なお、上記ケーシングの材料、形状及び構成等については、上述した通りであるのでここ
では、その説明を省略する。
ハニカムフィルタを、ケーシング内に設置する方法としては、上記ケーシングが筒状のケ
ーシング７１である場合（図７（ａ））、例えば、保持シール材が被覆されたハニカムフ
ィルタをその一端面から押し込み、所定の位置に設置した後、導入管、配管及び排出管等
と接続するための端面を、ケーシング７１の両端部に形成する方法を挙げることができる
。なお、ケーシング７１は有底の筒状であってもよい。
この際、固定したハニカムフィルタが容易に移動しないように、かなりの力を加えた状態
で、ようやく押し込むことができる程度に、保持シール材の厚さ、ハニカムフィルタの大
きさ、ケーシング７１の大きさ等を調整する必要がある。
また、図７（ｂ）に示したように、上記ケーシングの形状が２分割シェル状のケーシング
７２である場合には、例えば、ハニカムフィルタを半筒状の下部シェル７２ｂ内の所定箇
所に設置した後、上部固定部７３に形成した貫通孔７３ａと、下部固定部７４に形成した
貫通孔７４ａとがちょうど重なるように、半筒状の上部シェル７２ａを下部シェル７２ｂ
の上に載置する。そして、ボルト７５を貫通孔７３ａ、７４ａに挿通しナット等で固定す
ることで、上部シェル７２ａと下部シェル７２ｂとを固定する。そして、導入管、配管及
び排出管等と接続するための開口を有する端面を、ケーシング７２の両端部に形成する方
法を挙げることができる。この場合にも、固定したハニカムフィルタが移動しないように
、保持シール材の厚さ、ハニカムフィルタの大きさ、ケーシング７２の大きさ等を調整す
る必要がある。
この２分割シェル状のケーシング７２は、内部に設置したハニカムフィルタの取替えが、
筒状のケーシング７１よりも容易である。
次に、本発明のハニカムフィルタの再生処理を行う際に、ハニカムフィルタの貫通孔内に
流入させるガスを加熱するための加熱手段を設ける。
上記加熱手段としては特に限定されず、例えば、電気ヒータやバーナー等を挙げることが
でる。
また、上記加熱手段は、通常、ケーシング内に設置したハニカムフィルタの排気ガス流入
側の端面近傍に設ける。
なお、上記排気ガス浄化装置において説明した通り、上述したような加熱手段を設けずに
、本発明のハニカムフィルタに酸化触媒を担持させてもよく、ハニカムフィルタの排気ガ
ス流入側に酸化触媒を配置してもよい。
次に、本発明のハニカムフィルタと加熱手段とを内部に設置したケーシングを内燃機関の
排気通路に接続することで本発明のハニカムフィルタを設置した排気ガス浄化装置を製造
することができる。
具体的には、上記ケーシングの加熱手段が設けられた側の端面をエンジン等の内燃機関に
連結された導入管に接続し、他端面を外部へ連結された排出管に接続する。
発明を実施するための最良の形態
以下に実施例を掲げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定
されるものではない。
（実施例１）
（１）平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末６０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭
化珪素粉末４０重量％とを湿式混合し、得られた混合物１００重量部に対して、有機バイ
ンダー（メチルセルロース）を５重量部、水を１０重量部加えて混練して原料ペーストを
調製した。
次に、上記原料ペーストを押出成形機に充填し、押出速度１０ｃｍ／分にて図３に示した
多孔質セラミック部材３０と略同形状のセラミック成形体を作製し、上記セラミック成形
体を、マイクロ波乾燥機を用いて乾燥させてセラミック乾燥体とした。
次に、平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末６０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭
化珪素粉末４０重量％とを混合し、得られた混合物１００重量部に、ポリオキシエチレン
モノブチルエーテルからなる潤滑剤（日本油脂社製、商品名：ユニルーブ）を２重量部、
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ジエチレングリコールモノ－２－エチルヘキシルエーテルからなる溶剤（協和発酵社製、
商品名：ＯＸ－２０）を８重量部、リン酸エステル系化合物からなる分散剤（第一工業製
薬社製、商品名：プライサーフ）を１．１重量部、メタクリル酸ｎ－ブチルをＯＸ－２０
で溶解したバインダー（東栄化成社製、商品名：バインダーＤ）を４重量部、及び、アク
リル粒子を０．１５重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製した
。
この充填材ペーストを図４に示した封口装置１００の充填材吐出槽１１０に充填し、上記
工程で作製したセラミック乾燥体を所定の位置に移動、固定し、充填材吐出槽１１０を移
動させることにより、マスク１１１をセラミック乾燥体の端面に当接させた。このとき、
マスク１１１の開口部１１１ａとセラミック乾燥体の貫通孔とは、ちょうど対向する位置
関係となっている。
続いて、モノポンプを用いて充填材吐出槽１１０に所定の圧力を印加することにより、充
填材ペーストをマスク１１１の開口部１１１ａより吐出させ、セラミック乾燥体の貫通孔
の端部に進入させる封口処理を行った。
そして、上記封口処理を行ったセラミック乾燥体を、再びマイクロ波乾燥機を用いて乾燥
させた後、４００℃で脱脂し、常圧のアルゴン雰囲気下２２００℃、４時間で焼成を行う
ことにより、図２に示したような、その大きさが３３ｍｍ×３３ｍｍ×３００ｍｍで、貫
通孔の数が３１個／ｃｍ２、隔壁の厚さが０．３ｍｍの炭化珪素焼結体からなる多孔質セ
ラミック部材を製造した。
（２）繊維長０．２ｍｍのアルミナファイバー１９．６重量％、平均粒径０．６μｍの炭
化珪素粒子６７．８重量％、シリカゾル１０．１重量％及びカルボキシメチルセルロース
２．５重量％を含む耐熱性のシール材ペーストを用いて上記多孔質セラミック部材を、図
５を用いて説明した方法により多数結束させ、続いて、ダイヤモンドカッターを用いて切
断することにより、図２に示したような直径が１６５ｍｍで円柱形状のセラミックブロッ
クを作製した。
次に、無機繊維としてアルミナシリケートからなるセラミックファイバー（ショット含有
率：３％、繊維長：０．１～１００ｍｍ）２３．３重量％、無機粒子として平均粒径０．
３μｍの炭化珪素粉末３０．２重量％、無機バインダーとしてシリカゾル（ゾル中のＳｉ
Ｏ２の含有率：３０重量％）７重量％、有機バインダーとしてカルボキシメチルセルロー
ス０．５重量％及び水３９重量％を混合、混練してシール材ペーストを調製した。
次に、上記シール材ペーストを用いて、上記セラミックブロックの外周部に厚さ１．０ｍ
ｍのシール材ペースト層を形成した。そして、このシール材ペースト層を１２０℃で乾燥
して、図１に示したような円柱形状のハニカムフィルタを製造した。
このようにして製造したハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径
は１０μｍ、気孔率は２０％であり、上記充填材の気孔率は３％であり、この充填材の気
孔率は、上記柱状体の気孔率の０．１５倍であった。
（実施例２）
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末６０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末４０重量％とを湿式混合し、得られた混合物１００重量部に、ユニルーブを２重量部
、ＯＸ－２０を８重量部、プライサーフを１．１重量部、バインダーＤを４重量部、及び
、アクリル粒子を０．２重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製
し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例１と同様にしてハニカムフィルタを製造
した。
このようにして製造した実施例２に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状
体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は２０％であり、充填材の気孔率は５％であり、この
充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．２５倍であった。
（実施例３）
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末６０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末４０重量％とを湿式混合し、得られた混合物１００重量部に、ユニルーブを４重量部
、ＯＸ－２０を１１重量部、プライサーフを２重量部、バインダーＤを５重量部、及び、
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アクリル粒子を１０重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、
この充填材ペーストを用いたほかは、実施例１と同様にしてハニカムフィルタを製造した
。
このようにして製造した実施例３に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状
体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は２０％であり、充填材の気孔率は３０％であり、こ
の充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の１．５倍であった。
（実施例４）
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末７０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末３０重量％とを湿式混合し、得られた混合物１００重量部に、ユニルーブを１０重量
部、ＯＸ－２０を１５重量部、プライサーフを３重量部、バインダーＤを８重量部、及び
、アクリル粒子を２５重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し
、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例１と同様にしてハニカムフィルタを製造し
た。
このようにして製造した実施例３に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状
体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は２０％であり、充填材の気孔率は８０％であり、こ
の充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の４．０倍であった。
（比較例１）
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末６０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末４０重量％とを混合し、得られた組成物１００重量部に、ユニルーブを２重量部、Ｏ
Ｘ－２０を８重量部、プライサーフを１．１重量部、バインダーＤを４重量部、及び、ア
クリル粒子を０．１重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、
この充填材ペーストを用いたほかは、実施例１と同様にしてハニカムフィルタを製造した
。
このようにして製造した比較例１に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状
体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は２０％であり、充填材の気孔率は２％であり、この
充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．１倍であった。
（比較例２）
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末７０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末３０重量％とを混合し、得られた組成物１００重量部に、ユニルーブを１０重量部、
ＯＸ－２０を１５重量部、プライサーフを３重量部、バインダーＤを８重量部、及び、ア
クリル粒子を２８重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、こ
の充填材ペーストを用いたほかは、実施例１と同様にしてハニカムフィルタを製造した。
このようにして製造した比較例２に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状
体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は２０％であり、充填材の気孔率は８５％であり、こ
の充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の４．２５倍であった。
（実施例５）
原料ペースト及び充填材ペーストを以下の通りとしたほかは、実施例１と同様にハニカム
フィルタを製造した。
＜原料ペーストの調製＞
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末７０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末３０重量％とを湿式混合し、得られた混合物１００重量部に対して、有機バインダー
（メチルセルロース）を１３重量部、水を２０重量部、及び、平均粒径１０μｍのアクリ
ル粒子を７０重量部加えて混練して原料ペーストを調製した。
＜充填材ペーストの調製＞
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末６０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末４０重量％とを混合し、得られた組成物１００重量部に、ユニルーブを２．２重量部
、ＯＸ－２０を９重量部、プライサーフを２重量部、バインダーＤを４重量部、及び、ア
クリル粒子を０．３重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製した
。
このような原料ペースト及び充填材ペーストを用いて製造した実施例５に係るハニカムフ
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ィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は５０％であり
、充填材の気孔率は７．５％であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．
１５倍であった。
（実施例６）
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末６０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末４０重量％とを混合し、得られた組成物１００重量部に、ユニルーブを４重量部、Ｏ
Ｘ－２０を１１重量部、プライサーフを２重量部、バインダーＤを５重量部、及び、アク
リル粒子を５重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充
填材ペーストを用いたほかは、実施例５と同様にしてハニカムフィルタを製造した。
このようにして製造した実施例６に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状
体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は５０％であり、充填材の気孔率は１２％であり、こ
の充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．２４倍であった。
（実施例７）
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末７０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末３０重量％とを混合し、得られた組成物１００重量部に、ユニルーブを１０重量部、
ＯＸ－２０を１５重量部、プライサーフを３重量部、バインダーＤを８重量部、及び、ア
クリル粒子を２３重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、こ
の充填材ペーストを用いたほかは、実施例５と同様にしてハニカムフィルタを製造した。
このようにして製造した実施例７に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状
体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は５０％であり、充填材の気孔率は７５％であり、こ
の充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の１．５倍であった。
（実施例８）
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末７０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末３０重量％とを混合し、得られた組成物１００重量部に、ユニルーブを１０重量部、
ＯＸ－２０を１５重量部、プライサーフを３重量部、バインダーＤを８重量部、及び、ア
クリル粒子を３０重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、こ
の充填材ペーストを用いたほかは、実施例５と同様にしてハニカムフィルタを製造した。
このようにして製造した実施例８に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状
体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は５０％であり、充填材の気孔率は９０％であり、こ
の充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の１．８倍であった。
（比較例３）
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末６０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末４０重量％とを混合し、得られた組成物１００重量部に、ユニルーブを２重量部、Ｏ
Ｘ－２０を８重量部、プライサーフを１．１重量部、バインダーＤを４重量部、及び、ア
クリル粒子を０．２重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、
この充填材ペーストを用いたほかは、実施例５と同様にしてハニカムフィルタを製造した
。
このようにして製造した比較例３に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状
体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は５０％であり、充填材の気孔率は５％であり、この
充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．１倍であった。
（比較例４）
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末７０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末３０重量％とを混合し、得られた組成物１００重量部に、ユニルーブを１０重量部、
ＯＸ－２０を１５重量部、プライサーフを３重量部、バインダーＤを８．３重量部、及び
、アクリル粒子を３３重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し
、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例５と同様にしてハニカムフィルタを製造し
た。
このようにして製造した比較例４に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状
体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は５０％であり、充填材の気孔率は９２％であり、こ
の充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の１．８４倍であった。
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（実施例９）
原料ペースト及び充填材ペーストを以下の通りとしたほかは、実施例１と同様にハニカム
フィルタを製造した。
＜原料ペーストの調製＞
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末８０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末２０重量％とを湿式混合し、得られた混合物１００重量部に対して、有機バインダー
（メチルセルロース）を３０重量部、水を３５重量部、及び、平均粒径１０μｍのアクリ
ル粒子を８０重量部加えて混練して原料ペーストを調製した。
＜充填材ペーストの調製＞
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末６０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末４０重量％とを混合し、得られた組成物１００重量部に、ユニルーブを４重量部、Ｏ
Ｘ－２０を１１重量部、プライサーフを２重量部、バインダーＤを５重量部、及び、アク
リル粒子５重量部を配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製した。
このような原料ペースト及び充填材ペーストを用いて製造した実施例９に係るハニカムフ
ィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は８０％であり
、充填材の気孔率は１２％であり、この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．１
５倍であった。
（実施例１０）
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末６０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末４０重量％とを混合し、得られた組成物１００重量部に、ユニルーブを４重量部、Ｏ
Ｘ－２０を１１重量部、プライサーフを２重量部、バインダーＤを５重量部、及び、アク
リル粒子を７重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、この充
填材ペーストを用いたほかは、実施例９と同様にしてハニカムフィルタを製造した。
このようにして製造した実施例１０に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱
状体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は８０％であり、充填材の気孔率は２０％であり、
この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．２５倍であった。
（実施例１１）
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末７０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末３０重量％とを混合し、得られた組成物１００重量部に、ユニルーブを１０重量部、
ＯＸ－２０を１５重量部、プライサーフを３重量部、バインダーＤを８重量部、及び、ア
クリル粒子３０重量部を配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し、こ
の充填材ペーストを用いたほかは、実施例９と同様にしてハニカムフィルタを製造した。
このようにして製造した実施例１１に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱
状体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は８０％であり、充填材の気孔率は９０％であり、
この充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の１．１２５倍であった。
（比較例５）
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末６０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末４０重量％とを混合し、得られた組成物１００重量部に、ユニルーブを２．２重量部
、ＯＸ－２０を９重量部、プライサーフを２重量部、バインダーＤを４重量部、及び、ア
クリル粒子を０．３５重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し
、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例９と同様にしてハニカムフィルタを製造し
た。
このようにして製造した比較例５に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状
体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は８０％であり、充填材の気孔率は１０％であり、こ
の充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．１２５倍であった。
（比較例６）
平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末７０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭化珪素
粉末３０重量％とを混合し、得られた組成物１００重量部に、ユニルーブを１０重量部、
ＯＸ－２０を１５重量部、プライサーフを３重量部、バインダーＤを８．３重量部、及び
、アクリル粒子を３３重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調製し
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、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例９と同様にしてハニカムフィルタを製造し
た。
このようにして製造した比較例６に係るハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状
体の平均気孔径は１０μｍ、気孔率は８０％であり、充填材の気孔率は９２％であり、こ
の充填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の１．１５倍であった。
このようにして製造した実施例１～１１、及び、比較例１～６に係るハニカムフィルタの
充填材の気孔率（％）、柱状体の気孔率（％）、及び、上記充填材の気孔率が上記柱状体
の気孔率の何倍であるかを下記表１にまとめる。
また、実施例１～１１、及び、比較例１～６に係るハニカムフィルタを焼成した後の充填
材と隔壁との間に隙間が形成されているか否か、及び、充填材や該充填材に接触する部分
の隔壁にクラックが発生していないか否かを確認し、上記隙間やクラックの発生していな
かったハニカムフィルタについて、耐久性試験として、各実施例、及び、比較例に係るハ
ニカムフィルタをエンジンの排気通路に配設した図６に示したような排気ガス浄化装置に
設置し、上記エンジンを回転数３０００ｍｉｎ－１、トルク５０Ｎｍで１０時間運転して
排気ガスの浄化を行った。そして、上記耐久性試験を行った後、各ハニカムフィルタを取
り出し、目視によりクラックの有無等を確認した。さらに、上記耐久試験後に、クラック
が発生していなかったハニカムフィルタについて、上記耐久試験を３００回繰り返すヒー
トサイクル試験を行い、各ハニカムフィルタを取り出し、目視によりクラックの有無等を
確認した。
結果を下記表１に示す。

表１に示した通り、実施例２、３、６、７、１０及び１１に係るハニカムフィルタでは、
焼成後、耐久試験後及びヒートサイクル試験後のいずれにおいても充填材と隔壁との間に
隙間は観察されず、また、上記充填材や、該充填材に接触する部分の隔壁にクラックは観
察されなかった。また、実施例１、４、５、８及び９に係るハニカムフィルタでは、焼成
後及び耐久試験後では、充填材と隔壁との間に隙間は観察されず、また、上記充填材や、
該充填材に接触する部分の隔壁にクラックは観察されなかったが、ヒートサイクル試験後
にクラックが観察された。
一方、比較例１、３、５に係るハニカムフィルタでは、焼成後の充填材と隔壁との間に隙
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間やクラック等は観察されなかったが、耐久試験後の充填材や、該充填材に接触する隔壁
にクラックが観察された。また、比較例２に係るハニカムフィルタでは、焼成後の充填材
と隔壁との間に隙間が観察され、比較例４、６に係るハニカムフィルタでは、焼成後の充
填材にクラックが観察された。
実施例１～１１に係るハニカムフィルタの評価試験の結果より、柱状体の気孔率が２０～
８０％であり、充填材の気孔率が９０％以下であり、かつ、柱状体の気孔率の０．１５～
４．０倍であるハニカムフィルタは、焼成後や加熱時に、充填材と隔壁との間に隙間が形
成されたり、充填材や、該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生したりすること
がないが、実施例１、４、５、８及び９に係るハニカムフィルタの評価試験の結果より、
充填材の気孔率が柱状体の気孔率の０．２５倍未満であるか、又は、１．５倍を超えるも
のであると、長期間繰り返し使用すると、充填材や、該充填材に接触する部分の隔壁にク
ラックが発生することがある。
また、比較例１、３及び５に係るハニカムフィルタの結果より、充填材の気孔率が柱状体
の気孔率の０．１５倍未満であると、例え、焼成後の充填材や該充填材に接触する部分の
隔壁にクラックが発生していなくても、柱状体の熱膨張率と、充填材の熱膨張率との差が
大きくなり、高温の排気ガスにより柱状体及び充填材が加熱されると、両者の間に熱応力
が蓄積され、充填材や該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生してしまう。
また、比較例２に係るハニカムフィルタの結果より、充填材の気孔率が柱状体の気孔率の
４．０倍を超えると、焼成後の充填材と該充填材に接触する部分の隔壁との間に隙間が発
生してしまう。
さらに、比較例４、６に係るハニカムフィルタの結果より、充填材の気孔率が９０％を超
えるものであると、例え、上記充填材の気孔率が柱状体の気孔率の０．１５～４．０倍で
あったとしても、充填材の強度が低下し、焼成時に充填材や該充填材に接触する部分の隔
壁にクラックが発生してしまう。
このような比較例１～６に係るハニカムフィルタは、いずれも、フィルタとして充分に機
能することができないものであった。
（実施例１２）
（１）実施例１と同様にして、充填材を除いた柱状体の平均気孔径が１０μｍ、気孔率が
２０％であり、上記充填材の気孔率が３％であり、この充填材の気孔率が上記柱状体の気
孔率の０．１５倍であるハニカムフィルタを製造した。
（２）５μｍ以下に粉砕したγ－Ａｌ２Ｏ３粉末を１，３－ブタンジオール中に投入し、
６０℃で５時間攪拌することによりアルミナを３重量％含有するスラリー状の１，３－ブ
タンジオール溶液を調製した。この１，３－ブタンジオール溶液中に上記ハニカムフィル
タを浸漬した後、１５０℃で２時間、４００℃で２時間、７００℃で８時間加熱して、ハ
ニカムフィルタ（充填材を除いた柱状体、及び、充填材）の表面に触媒担持膜となるアル
ミナ層を１ｇ／Ｌの割合で形成した。
白金濃度４．５３重量％のジニトロジアンミン白金硝酸（［Ｐｔ（ＮＨ３）２（ＮＯ２）

２］ＨＮＯ３）を蒸留水で希釈し、吸水量２８．０ｇ／Ｌの上記ハニカムフィルタにＰｔ
が２ｇ／Ｌとなるように浸漬した後、１１０℃で２時間、窒素雰囲気中、５００℃で１時
間加熱して、表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は２０％であり、上記充填材の気孔率は３％であり、この充填材
の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．１５倍であった。
（実施例１３）
（１）実施例２と同様にして、充填材を除いた柱状体の平均気孔径が１０μｍ、気孔率が
２０％であり、上記充填材の気孔率が５％であり、この充填材の気孔率が上記柱状体の気
孔率の０．２５倍であるハニカムフィルタを製造した。
（２）実施例１２と同様にして、ハニカムフィルタ（充填材を除いた柱状体、及び、充填
材）の表面に触媒担持膜となるアルミナ層を１ｇ／Ｌの割合で形成し、表面に白金触媒を
担持させたハニカムフィルタを製造した。
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表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は２０％であり、上記充填材の気孔率は５％であり、この充填材
の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．２５倍であった。
（実施例１４）
（１）平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末６０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭
化珪素粉末４０重量％とを湿式混合し、得られた混合物１００重量部に、ユニルーブを２
重量部、ＯＸ－２０を８．５重量部、プライサーフを１．３重量部、バインダーＤを４重
量部、及び、アクリル粒子を０．２５重量部配合して均一に混合することにより充填材ペ
ーストを調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例１と同様にしてハニカムフ
ィルタを製造した。
このようにして製造したハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径
は１０μｍ、気孔率は２０％であり、充填材の気孔率は６％であり、この充填材の気孔率
は、上記柱状体の気孔率の０．３０倍であった。
（２）実施例１２と同様にして、ハニカムフィルタ（充填材を除いた柱状体、及び、充填
材）の表面に触媒担持膜となるアルミナ層を１ｇ／Ｌの割合で形成し、表面に白金触媒を
担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は２０％であり、上記充填材の気孔率は６％であり、この充填材
の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．３０倍であった。
（実施例１５）
（１）実施例３と同様にして、充填材を除いた柱状体の平均気孔径が１０μｍ、気孔率が
２０％であり、上記充填材の気孔率が３０％であり、この充填材の気孔率が上記柱状体の
気孔率の１．５０倍であるハニカムフィルタを製造した。
（２）５μｍ以下に粉砕したγ－Ａｌ２Ｏ３粉末を１，３－ブタンジオール中に投入し、
６０℃で５時間攪拌することによりアルミナを３重量％含有するスラリー状の１，３－ブ
タンジオール溶液を調製し、この１，３－ブタンジオール溶液中に上記ハニカムフィルタ
を浸漬した。同様に、γ－Ａｌ２Ｏ３粉末を１，３－ブタンジオール中に投入し、６０℃
で５時間攪拌することによりアルミナを２０重量％含有するスラリー状の１，３－ブタン
ジオール溶液を調製し、この１，３－ブタンジオール溶液をハニカムフィルタの充填材部
分に注入した。次いで、１５０℃で２時間、４００℃で２時間、７００℃で８時間加熱す
ることにより、ハニカムフィルタの充填材を除いた柱状体の表面に触媒担持膜となるアル
ミナ層を１ｇ／Ｌの割合で、ハニカムフィルタの充填材の表面にアルミナ層を２０ｇ／Ｌ
の割合で形成した。
白金濃度４．５３重量％のジニトロジアンミン白金硝酸（［Ｐｔ（ＮＨ３）２（ＮＯ２）

２］ＨＮＯ３）を蒸留水で希釈し、吸水量２８．０ｇ／Ｌの上記多孔質セラミック部材に
Ｐｔが２ｇ／Ｌとなるように浸漬した後、１１０℃で２時間、窒素雰囲気中、５００℃で
１時間加熱して、表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は２０％であり、上記充填材の気孔率は２４％であり、この充填
材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の１．２０倍であった。
（実施例１６）
（１）実施例３と同様にして、充填材を除いた柱状体の平均気孔径が１０μｍ、気孔率が
２０％であり、上記充填材の気孔率が３０％であり、この充填材の気孔率が上記柱状体の
気孔率の１．５０倍であるハニカムフィルタを製造した。
（２）実施例１２と同様にして、ハニカムフィルタ（充填材を除いた柱状体、及び、充填
材）の表面に触媒担持膜となるアルミナ層を１ｇ／Ｌの割合で形成し、表面に白金触媒を
担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は２０％であり、上記充填材の気孔率は３０％であり、この充填
材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の１．５０倍であった。
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（実施例１７）
（１）実施例４と同様にして、充填材を除いた柱状体の平均気孔径が１０μｍ、気孔率が
２０％であり、上記充填材の気孔率が８０％であり、この充填材の気孔率が上記柱状体の
気孔率の４．００倍であるハニカムフィルタを製造した。
（２）実施例１２と同様にして、ハニカムフィルタ（充填材を除いた柱状体、及び、充填
材）の表面に触媒担持膜となるアルミナ層を１ｇ／Ｌの割合で形成し、表面に白金触媒を
担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は２０％であり、上記充填材の気孔率は８０％であり、この充填
材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の４．００倍であった。
（実施例１８）
（１）実施例５と同様にして、充填材を除いた柱状体の平均気孔径が１０μｍ、気孔率が
５０％であり、上記充填材の気孔率が７．５％であり、この充填材の気孔率が上記柱状体
の気孔率の０．１５倍であるハニカムフィルタを製造した。
（２）実施例１２と同様にして、ハニカムフィルタ（充填材を除いた柱状体、及び、充填
材）の表面に触媒担持膜となるアルミナ層を１ｇ／Ｌの割合で形成し、表面に白金触媒を
担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は５０％であり、上記充填材の気孔率は７．５％であり、この充
填材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．１５倍であった。
（実施例１９）
（１）実施例６と同様にして、充填材を除いた柱状体の平均気孔径が１０μｍ、気孔率が
５０％であり、上記充填材の気孔率が１２％であり、この充填材の気孔率が上記柱状体の
気孔率の０．２４倍であるハニカムフィルタを製造した。
（２）実施例１２と同様にして、ハニカムフィルタ（充填材を除いた柱状体、及び、充填
材）の表面に触媒担持膜となるアルミナ層を１ｇ／Ｌの割合で形成し、表面に白金触媒を
担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は５０％であり、上記充填材の気孔率は１２％であり、この充填
材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．２４倍であった。
（実施例２０）
（１）平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末６０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭
化珪素粉末４０重量％とを湿式混合し、得られた混合物１００重量部に、ユニルーブを４
重量部、ＯＸ－２０を１１重量部、プライサーフを２重量部、バインダーＤを５重量部、
及び、アクリル粒子を１０重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調
製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例５と同様にしてハニカムフィルタを製
造した。
このようにして製造したハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径
は１０μｍ、気孔率は５０％であり、充填材の気孔率は３０％であり、この充填材の気孔
率は、上記柱状体の気孔率の０．６０倍であった。
（２）実施例１５と同様にして、ハニカムフィルタの充填材を除いた柱状体の表面に触媒
担持膜となるアルミナ層を１ｇ／Ｌの割合で、ハニカムフィルタの充填材の表面に触媒担
持膜となるアルミナ層を２０ｇ／Ｌの割合で形成し、表面に白金触媒を担持させたハニカ
ムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は５０％であり、上記充填材の気孔率は１５％であり、この充填
材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．３０倍であった。
（実施例２１）
（１）実施例７と同様にして、充填材を除いた柱状体の平均気孔径が１０μｍ、気孔率が
５０％であり、上記充填材の気孔率が７５％であり、この充填材の気孔率が上記柱状体の



(23) JP 4386830 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

気孔率の１．５０倍であるハニカムフィルタを製造した。
（２）５μｍ以下に粉砕したγ－Ａｌ２Ｏ３粉末を１，３－ブタンジオール中に投入し、
６０℃で５時間攪拌することによりアルミナを３重量％含有するスラリー状の１，３－ブ
タンジオール溶液を調製し、この１，３－ブタンジオール溶液中に上記ハニカムフィルタ
を浸漬した。同様に、γ－Ａｌ２Ｏ３粉末を１，３－ブタンジオール中に投入し、６０℃
で５時間攪拌することによりアルミナを４０重量％含有するスラリー状の１，３－ブタン
ジオール溶液を調製し、この１，３－ブタンジオール溶液をハニカムフィルタの充填材部
分に注入した。次いで、１５０℃で２時間、４００℃で２時間、７００℃で８時間加熱す
ることにより、ハニカムフィルタの充填材を除いた柱状体の表面に触媒担持膜となるアル
ミナ層を１ｇ／Ｌの割合で、ハニカムフィルタの充填材の表面にアルミナ層を６０ｇ／Ｌ
の割合で形成した。
白金濃度４．５３重量％のジニトロジアンミン白金硝酸（［Ｐｔ（ＮＨ３）２（ＮＯ２）

２］ＨＮＯ３）を蒸留水で希釈し、吸水量２８．０ｇ／Ｌの上記多孔質セラミック部材に
Ｐｔが２ｇ／Ｌとなるように浸漬した後、１１０℃で２時間、窒素雰囲気中、５００℃で
１時間加熱して、表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は５０％であり、上記充填材の気孔率は６０％であり、この充填
材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の１．２０倍であった。
（実施例２２）
（１）実施例７と同様にして、充填材を除いた柱状体の平均気孔径が１０μｍ、気孔率が
５０％であり、上記充填材の気孔率が７５％であり、この充填材の気孔率が上記柱状体の
気孔率の１．５０倍であるハニカムフィルタを製造した。
（２）実施例１２と同様にして、ハニカムフィルタ（充填材を除いた柱状体、及び、充填
材）の表面に触媒担持膜となるアルミナ層を１ｇ／Ｌの割合で形成し、表面に白金触媒を
担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は５０％であり、上記充填材の気孔率は７５％であり、この充填
材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の１．５０倍であった。
（実施例２３）
（１）実施例８と同様にして、充填材を除いた柱状体の平均気孔径が１０μｍ、気孔率が
５０％であり、上記充填材の気孔率が９０％であり、この充填材の気孔率が上記柱状体の
気孔率の１．８０倍であるハニカムフィルタを製造した。
（２）実施例１２と同様にして、ハニカムフィルタ（充填材を除いた柱状体、及び、充填
材）の表面に触媒担持膜となるアルミナ層を１ｇ／Ｌの割合で形成し、表面に白金触媒を
担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は５０％であり、上記充填材の気孔率は９０％であり、この充填
材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の１．８０倍であった。
（実施例２４）
（１）実施例９と同様にして、充填材を除いた柱状体の平均気孔径が１０μｍ、気孔率が
８０％であり、上記充填材の気孔率が１２％であり、この充填材の気孔率が上記柱状体の
気孔率の０．１５倍であるハニカムフィルタを製造した。
（２）実施例１２と同様にして、ハニカムフィルタ（充填材を除いた柱状体、及び、充填
材）の表面に触媒担持膜となるアルミナ層を１ｇ／Ｌの割合で形成し、表面に白金触媒を
担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は８０％であり、上記充填材の気孔率は１２％であり、この充填
材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．１５倍であった。
（実施例２５）
（１）実施例１０と同様にして、充填材を除いた柱状体の平均気孔径が１０μｍ、気孔率
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が８０％であり、上記充填材の気孔率が２０％であり、この充填材の気孔率が上記柱状体
の気孔率の０．２５倍であるハニカムフィルタを製造した。
（２）実施例１２と同様にして、ハニカムフィルタ（充填材を除いた柱状体、及び、充填
材）の表面に触媒担持膜となるアルミナ層を１ｇ／Ｌの割合で形成し、表面に白金触媒を
担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は８０％であり、上記充填材の気孔率は２０％であり、この充填
材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．２５倍であった。
（実施例２６）
（１）平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末６０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭
化珪素粉末４０重量％とを湿式混合し、得られた混合物１００重量部に、ユニルーブを４
重量部、ＯＸ－２０を１１重量部、プライサーフを２重量部、バインダーＤを５重量部、
及び、アクリル粒子を１０重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを調
製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例９と同様にしてハニカムフィルタを製
造した。
このようにして製造したハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径
は１０μｍ、気孔率は８０％であり、充填材の気孔率は３０％であり、この充填材の気孔
率は、上記柱状体の気孔率の０．３８倍であった。
（２）５μｍ以下に粉砕したγ－Ａｌ２Ｏ３粉末を１，３－ブタンジオール中に投入し、
６０℃で５時間攪拌することによりアルミナを３重量％含有するスラリー状の１，３－ブ
タンジオール溶液を調製し、この１，３－ブタンジオール溶液中に上記ハニカムフィルタ
を浸漬した。同様に、γ－Ａｌ２Ｏ３粉末を１，３－ブタンジオール中に投入し、６０℃
で５時間攪拌することによりアルミナを１０重量％含有するスラリー状の１，３－ブタン
ジオール溶液を調製し、この１，３－ブタンジオール溶液をハニカムフィルタの充填材部
分に注入した。次いで、１５０℃で２時間、４００℃で２時間、７００℃で８時間加熱す
ることにより、ハニカムフィルタの充填材を除いた柱状体の表面に触媒担持膜となるアル
ミナ層を１ｇ／Ｌの割合で、ハニカムフィルタの充填材の表面にアルミナ層を１５ｇ／Ｌ
の割合で形成した。
白金濃度４．５３重量％のジニトロジアンミン白金硝酸（［Ｐｔ（ＮＨ３）２（ＮＯ２）

２］ＨＮＯ３）を蒸留水で希釈し、吸水量２８．０ｇ／Ｌの上記多孔質セラミック部材に
Ｐｔが２ｇ／Ｌとなるように浸漬した後、１１０℃で２時間、窒素雰囲気中、５００℃で
１時間加熱して、表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は８０％であり、上記充填材の気孔率は２４％であり、この充填
材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の０．３０倍であった。
（実施例２７）
（１）平均粒径１０μｍのα型炭化珪素粉末７０重量％と、平均粒径０．５μｍのβ型炭
化珪素粉末３０重量％とを湿式混合し、得られた混合物１００重量部に、ユニルーブを１
０重量部、ＯＸ－２０を１５重量部、プライサーフを３重量部、バインダーＤを８重量部
、及び、アクリル粒子を２３重量部配合して均一に混合することにより充填材ペーストを
調製し、この充填材ペーストを用いたほかは、実施例９と同様にしてハニカムフィルタを
製造した。
このようにして製造したハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気孔径
は１０μｍ、気孔率は８０％であり、充填材の気孔率は７５％であり、この充填材の気孔
率は、上記柱状体の気孔率の０．９４倍であった。
（２）実施例１２と同様にして、ハニカムフィルタ（充填材を除いた柱状体、及び、充填
材）の表面に触媒担持膜となるアルミナ層を１ｇ／Ｌの割合で形成し、表面に白金触媒を
担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は８０％であり、上記充填材の気孔率は７５％であり、この充填
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（実施例２８）
（１）実施例１１と同様にして、充填材を除いた柱状体の平均気孔径が１０μｍ、気孔率
が８０％であり、上記充填材の気孔率が９０％であり、この充填材の気孔率が上記柱状体
の気孔率の１．１３倍であるハニカムフィルタを製造した。
（２）実施例１２と同様にして、ハニカムフィルタ（充填材を除いた柱状体、及び、充填
材）の表面に触媒担持膜となるアルミナ層を１ｇ／Ｌの割合で形成し、表面に白金触媒を
担持させたハニカムフィルタを製造した。
表面に白金触媒を担持させたハニカムフィルタにおいて、充填材を除いた柱状体の平均気
孔径は１０μｍ、気孔率は８０％であり、上記充填材の気孔率は９０％であり、この充填
材の気孔率は、上記柱状体の気孔率の１．１３倍であった。
このようにして製造した実施例１２～２８に係るハニカムフィルタに関して、アルミナ付
与前の柱状体及び充填材の気孔率（％）、アルミナ付与前の柱状体の気孔率に対する充填
材の気孔率の倍率、柱状体及び充填材のアルミナ付与量（ｇ／Ｌ）、アルミナ付与後の柱
状体及び充填材の気孔率（％）、アルミナ付与後の柱状体の気孔率に対する充填材の気孔
率の倍率を下記表２にまとめる。
また、実施例１２～２８に係るハニカムフィルタを焼成した後に充填材と隔壁との間に隙
間が形成されていたか否か、及び、充填材や該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが
発生していたか否かを確認した。
更に、焼成後に上記隙間やクラックの発生していなかったハニカムフィルタについては、
耐久性試験として、エンジンの排気通路に配設した図６に示したような排気ガス浄化装置
に設置し、上記エンジンを回転数３０００ｍｉｎ－１、トルク５０Ｎｍで１０時間運転し
て排気ガスの浄化を行った。そして、上記耐久性試験を行った後、各ハニカムフィルタを
取り出し、目視によりクラックの有無等を確認した。
上記耐久試験後にクラックが発生しなかったハニカムフィルタについては、上記耐久試験
を繰り返し行うヒートサイクル試験を行い、上記耐久試験を１００回繰り返した後、及び
、上記耐久試験を３００回繰り返した後にそれぞれ各ハニカムフィルタを取り出し、目視
によりクラックの有無等を確認した。
結果を下記表２に示す。下記表２には、参照用として比較例１～６の結果も併せて示した
。
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表２に示した通り、実施例１４、１５、２０、２１及び２６～２８に係るハニカムフィル
タでは、焼成後、耐久試験後及びヒートサイクル試験後のいずれにおいても、充填材と隔
壁との間に隙間は観察されず、また、上記充填材や、該充填材に接触する部分の隔壁にク
ラックは観察されなかった。また、実施例１３、１６、１９、２２及び２５に係るハニカ
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ムフィルタでは、焼成後、耐久試験後、及び、ヒートサイクル試験の耐久試験１００回繰
り返し後では、充填材と隔壁との間に隙間は観察されず、また、上記充填材や、該充填材
に接触する部分の隔壁にクラックは観察されなかったが、ヒートサイクル試験の耐久試験
３００回繰り返し後にクラックが観察された。更に、実施例１２、１７、１８、２３及び
２４に係るハニカムフィルタでは、焼成後、及び、耐久試験後では、充填材と隔壁との間
に隙間は観察されず、また、上記充填材や、該充填材に接触する部分の隔壁にクラックは
観察されなかったが、ヒートサイクル試験の耐久試験１００回繰り返し後にクラックが観
察された。
実施例１２～２８に係るハニカムフィルタの評価試験の結果より、柱状体の気孔率が２０
～８０％であり、充填材の気孔率が９０％以下であり、かつ、柱状体の気孔率の０．１５
～４．０倍であるハニカムフィルタは、触媒担持膜としてアルミナ層が表面に形成されて
いても、焼成後や加熱時に、充填材と隔壁との間に隙間が形成されたり、充填材や、該充
填材に接触する部分の隔壁にクラックが発生したりすることがないが、実施例１２、１３
、１６～１９及び２２～２５に係るハニカムフィルタの評価試験の結果より、充填材の気
孔率が柱状体の気孔率の０．２５倍未満であるか、又は、１．５倍を超えるものであると
、長期間繰り返し使用すると、充填材や、該充填材に接触する部分の隔壁にクラックが発
生することがある。
産業上の利用可能性
本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタは、上述の通りであるので、製造時や使用時に
、充填材と隔壁との間に隙間が形成されたり、上記充填材や該充填材に接触する部分の壁
部にクラックが発生したりすることがなく、耐久性に優れたものとなる。
【図面の簡単な説明】
図１（ａ）は、本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタの一例を模式的に示した斜視図
であり、図１（ｂ）は、そのＡ－Ａ線断面図である。
図２は、本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタの別の一例を模式的に示した斜視図で
ある。
図３（ａ）は、図２に示した本発明の排気ガス浄化用のハニカムフィルタに用いる多孔質
セラミック部材を模式的に示した斜視図であり、図３（ｂ）は、そのＢ－Ｂ線縦断面図で
ある。
図４（ａ）は、本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタを製造する際の封口処理の様子
を模式的に示した断面図であり、図４（ｂ）は、その部分拡大断面である。
図５は、本発明のハニカムフィルタを製造する様子を模式的に示した側面図である。
図６は、本発明の排気ガス浄化用ハニカムフィルタを用いた排気ガス浄化装置の一例を模
式的に示した断面図である。
図７（ａ）は、金属シェルの一例を模式的に示した斜視図であり、図７（ｂ）は、金属シ
ェルの別の一例を模式的に示した斜視図である。
符号の説明
１０、２０　ハニカムフィルタ
１１、３１　貫通孔
１２、３２　充填材
１３　壁部
２４　シール材層
２５　セラミックブロック
２６　シール材層
３０　多孔質セラミック部材
３３　隔壁
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